
図で見る
日本の水産



1．日本周辺の水産資源
日本人と水産物、豊かな水産資源に恵まれた環境について

3．漁業・養殖業
世界と日本の漁業・養殖業の状況、日本の漁業・養殖業経営等について

4．水産資源の管理
資源管理の推進、漁業取締り等について

5．漁場環境
藻場・干潟の保全、気候変動による影響等について

6．水産物の流通・加工・貿易
水産物の流通・加工・輸出入の状況等について

2．水産物の需要と供給
水産物の需要と供給、消費の状況、水産エコラベル等について

７．活力ある漁村づくり
漁村の状況、海業の推進、

水産業・漁村の多面的機能について

８．東日本大震災からの復興
東京電力福島第一原子力発電所事故の

影響への対応等について

目次

1

5

10

15

17

3

21

24

本資料は、主に令和4年度水産白書を基に作成しています。
該当する箇所のURLをQRコードで載せているのでチェック！

９．水産基本計画
水産基本計画の概要について

26



水産資源に恵まれた日本

日本は国土の四方を海に囲まれた島国であり、日本人は昔から魚料理に親しんできました。

日本食に魚介類は欠かせない食材となっており、魚介類を使ったいろいろな料理があります。

フライ

寿司

焼き魚

煮魚 天ぷら

缶詰

1
日本人と水産物

魚介類を使った主な料理

日本人が良く食べる生鮮魚介類の変化
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資料：総務省「家計調査」に基づき水産庁で作成
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日本の領海と排他的経済水域（EEZ）

日本の領海とＥＥＺを合わせた面積は、国土面積

の約12倍であり、世界でも有数の海洋国家となっ

ています。

資料：海上保安庁Webサイト
注：延長大陸棚とは排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第２条第２号が規

定する海域。

国土面積
約３８万㎢

領海＋EEZ面積
約４４７万㎢
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世界の海域ごとの漁獲量

日本のＥＥＺが含まれる太平洋北西部海域は、世界全体の漁獲量の約21％を占め、世界で最も漁

獲量の多い水域となっています。

日本周辺水域は、栄養塩や魚を運んでくる寒流の親潮や暖流の黒潮などの海流がぶつかり合って

いることから、冷水性の魚と暖水性の魚の両方が回遊・生息する、多様な水産資源に恵まれた海と

なっています。

様々な水産物に恵まれた日本周辺の水域

資料：農林水産省「水産物流通統計年報」及び「漁業・養殖業生産統計」に基づき水産庁で作成

亜寒帯

亜熱帯

稚内（スケトウダラ、ホッケ）

小樽（スケトウダラ、ホッケ）

羅臼（サケ類）
根室（サンマ、タラ類）

（ホタテ）

（ハタハタ）

氷見（ブリ）

境（ベニズワイガニ、サバ類、マアジ）

下関（フグ）

（サワラ）

唐津（アジ類）

松浦（サバ類、アジ）

（クルマエビ）

枕崎（カツオ類）

（アサリ）

（カキ）

勝浦（マグロ類）

（マダイ）

焼津（カツオ類、マグロ類）

銚子（カタクチイワシ、マイワシ、サバ類）
波崎（カタクチイワシ）

石巻（カツオ類、スルメイカ、サバ類）
女川（サンマ）
気仙沼（カツオ類、カジキ類）

宮古（サンマ）

八戸（スルメイカ、アカイカ）

相馬原釜（ヒラメ、カレイ類）

（ワカメ）

釧路（タラ類、サンマ）

（サバ類）

（アユ）

（フナ）

那覇（マグロ類）

（ズワイガニ）
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資料：FAO「Fishstat（Global capture production）」
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2

かつては人口100万人以上の国の中で第１位であった日本の１人当たり食用魚介類消費量は、増

加傾向を示す世界とは対照的に減少傾向を示しています。

食用魚介類の１人１年当たりの消費量は、平成13（2001）年度の40.2kgをピークに減少傾向に

あり、平成23（2011）年度に肉類と逆転し、令和４（2022）年度には22.0ｋｇ（概算値）となりました。

主要国・地域の1人1年当たり食用魚介類
の消費量の推移（粗食料ベース）

食用魚介類及び肉類の
1人1年当たり消費量の推移
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資料：FAO「FAOSTAT(Food Balance sheets)」（日本以外）、農林水産省「食料需給表」（日本）
注：粗食料とは、廃棄される部分も含んだ食用魚介類の数量。 資料：農林水産省「食料需給表」
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水産物の需要と供給
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資料：農林水産省「食料需給表」

水産物の消費

資料：農林水産省「食料需給表」

魚介類の生産・消費の構造 食用魚介類の自給率の推移

令和４（2022）年度の魚介類の国内消費仕向量（注1）は、643万t（原魚換算ベース、概算値）と

なり、そのうち79%が食用国内消費仕向量、21%が非食用国内消費仕向量となっています。

日本の食用魚介類の自給率（注2）は、昭和39（1964）年度の113％をピークに低下、平成14

（2002）年度以降微増から横ばいで推移しています。令和４（2022）年度は、輸出量の増加及び国

内消費仕向量の減少により、前年から３ポイント低下して56％（概算値）となりました。
注：１）国内消費仕向量＝国内生産量＋輸入量-輸出量±在庫の増減量

２）自給率（％）＝（国内生産量÷国内消費仕向量）×100

（単位：万t）
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水産物に関する消費者の意識

水産エコラベルは、資源の持続性や環境に配慮した方式で生産された水産物に対して、消費者が

選択的に購入できるよう商品にラベルを表示する仕組みです。

水産エコラベル認証のイメージ図

漁業認証
養殖認証

漁
業
者

養
殖
業
者

生産段階認証

卸
売
事
業
者

加
工
事
業
者

流
通
事
業
者

小
売
事
業
者

外
食
事
業
者

消費者

流通加工段階
(CoC)認証

流通加工段階
(CoC)認証

流通加工段階
(CoC)認証

流通加工段階認証（CoC（Chain of Custody））

認証機関が認証

4

目標１２ 【生産・消費】
持続可能な生産消費形態を確保する。

目標１４ 【海洋資源】
持続可能な開発のために、海洋・海洋資

源を保全し、持続可能な形で利用する。

「さかなの日」のロゴ

毎月３日から７日は魚を食べよう「さかなの日」
我が国の水産物の消費量が長期的に減少傾向にある中、水産物の消費拡大に向けた官民の取

組を推進するため、水産庁は、毎月３日～７日を「さかなの日」とし、さらに１１月3日～7日を「いいさ
かなの日」として、水産物の消費拡大に向けた活動の強化週間と位置付けました。

水産資源は元来持続可能な資源であり、我が国における適切な水産資源の管理の取組等から、
魚を選択して食べることは、持続可能な開発目標（SDGs）における持続可能な消費行動であるため、
「さかな×サステナ」を「さかなの日」のコンセプトとしています。

令和5（2023）年3月末時点で、「さかなの日」の賛同メンバー数は
726にのぼり、その業態は、小売、コンビニエンスストア、百貨店、食品メー
カー、外食、水産関係（漁業者・卸・仲卸・鮮魚店等）、料理教室、メディア、
地方公共団体、民間団体、個人等多岐にわたっています。各賛同メンバー
は、例えば大手量販店による低・未利用魚や認証取得水産物の販売、コ
ンビニエンスストアによる魚の総菜の販売の拡大、調味料メーカーによる
魚を中心としたメニューの飲食店の開店、ECサイトによる価値がないとさ
れてきた魚や加工段階で捨てられてきた部位の商品化等、水産物消費拡
大に向けて、様々な取組を実施しています。

この認証には、生産段階認証（漁

業／養殖別）と流通加工段階認証

の２種類があり、前者は、持続可能

で環境に配慮した漁業・養殖業から

生産された水産物であること、後者

は、認証された水産物が非認証水産

物と混ざることなく、流通・加工・小

売等の事業者により消費者の下に

確実に届くことを担保します。

水産エコラベルの普及推進
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健康に配慮したから
魚介類の方が肉類より…
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魚介類は価格が安いから

魚を調理するのが好きだから
豪華な感じがするから

その他
％

魚介類の方が肉類より美味しいから

＜魚介類をよく購入する理由＞

＜魚介類をあまり購入しない理由＞

魚介類をよく購入する理由及びあまり購入しない理由
水産物消費量は減少し続けており、その

一因として、消費者の食の志向の変化が考

えられます。肉類と比較して魚介類を消費す

る理由及びしない理由について見てみると、

魚介類は健康効果やおいしさを理由に購入

されている一方、肉類のほうが好まれること、

魚介類の価格が高いことや調理が面倒で

あることを理由に購入されにくくなっていま

す。
資料：農林水産省「食料・農業及び水産業に関する意識・意向調

査」（令和元（2019）年12月～２（2020）年１月実施、消費者モニ

ター987人が対象（回収率90.7％））
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3
世界の漁業・養殖業の状況
世界の漁獲量は、1990年代以降9,000万t程度で横ばいとなっています。そのうち、日本の漁獲量

はかつて世界の約17％を占め、世界一を誇っていました。しかしながら、1980年代後半から急激に

減少し続け、近年は3％程度まで下がっています。

養殖業について見ると、世界の収獲量は大幅に増加してきており、平成25（2013）年に漁獲量を

上回りました。しかしながら、国際連合食糧農業機関（FAO）によると、今後、①養殖適地、②十分な

量・質の養殖用種苗と飼料が入手できるかどうか等が制限要因となり、収獲量の増加スピードはこれ

までよりも落ちると予測されています。

日本の漁業・養殖業生産量

世界の海域ごとの漁獲量
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日本の漁業・養殖業生産量は、昭和59（1984）年にピーク（1,282万t）に達した後、①各国のＥＥ

Ｚの設定による海外漁場からの撤退、②マイワシの漁獲量の減少、③漁場環境の悪化等により、昭和

63（1988）年頃から平成７（1995）年頃にかけて急速に減少し、その後は緩やかな減少傾向が続

いています。マイワシの漁獲量の減少は、海洋環境の変動の影響を受けて資源量が減少したことが主

な要因と考えられています。

日本の漁業・養殖業生産量の推移

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」
に基づき水産庁で作成

資料：ＦＡＯ「Fishstat(Global capture 
production及びGlobal aqaculture
production ）」（日本以外）及び農林
水産省「漁業・養殖業生産統計」
（日本）
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え

日本の漁業

主な漁場のイメージ
沿岸漁業
沖合漁業
遠洋漁業沿岸漁業（９４万ｔ）

日本の主な漁法と魚種、漁場

沿岸地域で、主に日帰りで行われます。
・船びき網（イワシ、イカナゴ）
・定置網（アジ、サバ、サケ、ブリ、イワシ）
・ひき縄釣り（マグロ類、カツオ）
・採貝・採藻（アワビ、サザエ、アサリ、コンブ、ワカメ）
・沿岸いか釣り（スルメイカ、コウイカ）
・捕鯨業（イルカ類、ミンククジラ、ツチクジラ）

定置漁業

船びき網漁業

海面養殖業（９３万ｔ）
海水を使って、水産動植物を育て
て収獲します。

ブリ、マダイ、ギンザケ、クロマグロ、ホ
タテガイ、カキ、ノリ、コンブ、ワカメ

内水面漁業・養殖業（５万ｔ）
河川や湖沼等を利用して行われます。

ウナギ、コイ、アユ、ニジマス

カキ養殖
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沖合漁業（１９８万ｔ）
日本近海で、１日から数週間程度かけて行われます。

・沖合底びき網（スケトウダラ、ホッケ、カレイ、イカ類、ズワイガニ、イカナゴ）
・大中型まき網（サバ、イワシ、アジ、ブリ類）
・さんま棒受網（サンマ）
・近海いか釣り（スルメイカ、ヤリイカ、アカイカ）
・近海かつお一本釣り（カツオ）
・近海まぐろはえ縄（メバチ、キハダ、ビンナガ）
・日本海べにずわいがに（ベニズワイガニ）
・ずわいがに（ズワイガニ）
・かじき等流し網（カジキ、カツオ、マグロ類）
・母船式捕鯨（ニタリクジラ、イワシクジラ）

遠洋漁業（２８万ｔ）
世界中の海で、長い日数をかけて行われます。

・遠洋底びき網（クサカリツボダイ、キンメダイ、カラスガレイ、アカウオ）
・以西底びき網（キダイ、イボダイ、マダイ、カレイ、タチウオ）
・遠洋まぐろはえ縄（クロマグロ、ミナミマグロ、メバチ、キハダ、ビンナガ）
・遠洋かつお一本釣り（カツオ、ビンナガ）
・遠洋かつお・まぐろまき網（カツオ、マグロ類）
・遠洋いか釣り（アカイカ、スルメイカ）
・太平洋底刺し網（カラスガレイ、キンメダイ、マトウダイ、クサカリツボダイ）

はえ縄漁業

いか釣漁業

まき網漁業

注：１）漁業の分類は、「漁業・養殖業生産統計」の分類と一致しない場合がある。
２）生産量は、令和３（2021）年の数値。
３）令和元（2019）年７月から大型鯨類（ミンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラ）を対象とした捕鯨業を再開した。

資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」に基づき水産庁で作成
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0
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56.6歳56.5歳56.5歳56.9歳

56.7歳

56.5歳
56.1歳

日本の養殖業
水産動植物を育てて収獲する方法を養殖といいます。日本では、様々な魚や貝、海藻の養殖をして

います。

日本で養殖をしている主な水産物

ブリ類・マダイ ホタテガイ・カキ ノリ

養殖魚種別収獲量の推移
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昭和40
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50

（1975）

60

（1985）

平成７

（1995）

17

（2005）
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（2015）

令和３年

（2021）

万t

その他

マダイ

ブリ類

ホタテガイ

カキ類

ノリ類

日本の収獲量は、近年

90～100万t程度で推移し

ています。

また、ノリ類、カキ類、ホタ

テガイ、ブリ類及びマダイの

５種類で、全体の約８割を

占めています。資料：農林水産省「漁業・養殖業生産統計」
注：平成23（2011）年は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県の３県を除く。

漁業就業者の状況
漁業就業者は一貫して減少傾向にあり、令和３（2021）年には１２万9,320人、平均年齢56.6歳と

なりました。漁業就業者が減少する中で、近年の新規漁業就業者数はおおむね２千人程度で推移し

ていましたが、令和元（2019）年以降は1,700人台となり、平成30（2018）年（1,943人）と比べ１

割の減少となりました。新規漁業就業者数は39歳以下が約７割を占めていることもあり、就業者全体

に占める39歳以下の割合は、近年、緩やかな増加傾向にあります。

漁業就業者数の推移 新規漁業就業者数の推移

資料：農林水産省「漁業構造動態調査」（令和元（2019）年以降）、「漁業センサス」（平成15（2003）年、
20（2008）年、25（2013）年及び30（2018）年）に基づき水産庁で作成

注：1) 「漁業就業者」とは、満15歳以上で過去１年間に漁業の海上作業に30日以上従事した者。
2) 平成20（2008）年以降は、雇い主である漁業経営体の側から調査を行ったため、これまでは含

まれなかった非沿海市区町村に居住している者を含んでおり、平成15（2003）年とは連続しない。
3) 平均年齢は、漁業構造動態調査、漁業センサス及び漁業就業動向調査より各階層の中位数

（75歳以上の階層については80を使用。）を用いた推計値。

資料：都道府県が実施している新規漁業就業者に関する調査から水産庁で推計
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漁業の経営状況
令和３（2021）年の沿岸漁船漁業を営む個人経営体の平均漁労所得は、前年から2万円増加した

114万円となりました（注）。

また、漁業に不可欠な燃油の価格は、世界情勢により大きく変動しますが、漁船漁業における漁労

支出の約1～２割を占めており、漁業経営に与える影響は大きいものとなっています。

（注：漁家の所得には、このほか漁労外事業所得、漁業世帯構成員の事業外の給与所得や年金等、事業外所得、制度受取金（漁業）が加わる。）

沿岸漁船漁家の経営状況の推移 燃油価格の推移

2,187 
1,864 1,689 

1,124 1,141 

6,168 
5,794 5,664 

5,121 
5,412 

3,981 3,930 3,975 3,997 
4,271 
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6,000
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令和元
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２
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３年

（2021）

漁労所得 漁労収入 漁労支出千円

資料： 農林水産省「漁業経営統計調査報告書」及び「漁業センサス」に基づ
き水産庁で作成
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円/L

A重油価格

原油価格

令和５（2023）年３月
66.1円/L

令和５（2023）年３月
96.2円/L平成20（2008）年7月

88.7円/L

平成20（2008）年8月
124.6円/L

年

資料：水産庁調べ

養殖業の経営状況
養殖用配合飼料の主原料である魚粉の輸入価格は、需給状況により大きく変動します。海面養殖

業における給餌養殖では餌代が支出の約７割を占めており、給餌養殖業の経営に与える影響は大き

いものとなっています。

海面養殖業漁家における
給餌養殖の漁労支出の構造

配合飼料価格及び輸入魚粉価格の推移

雇用労賃

2%
漁船・漁具・修繕費

2%

餌代

65%

種苗代

8%

減価償却費

4%
その他

19%

資料：農林水産省「漁業経営統計調査報告書」（令和３（2021）年）及び「漁業センサス」
に基づき水産庁で作成

注：「漁業経営統計調査報告書」の個人経営体の養殖業（ぶり類養殖業及びまだい養
殖業）の結果を基に、「漁業センサス」の経営体数で加重平均した。
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魚粉

令和５（2023）年２月
220,805円/t

令和５（2023）年１月
198,767円/t

令和４（2022）年10月
243,733円/t

平成27（2015）年４月
212,538円/t

平成28（2016）年７月
133,693円/t

平成27（2015）年６月
212,213円/t

資料：財務省「貿易統計」（魚粉）、（一社）日本養魚飼料協会調べ（配合飼料、平
成25（2013）年６月以前）及び水産庁調べ（配合飼料、平成25（2013）年７
月以降）
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4
水産資源を持続的に利用するために
水産資源は、適切に管理すれば持続的に利用することができます。そのためには、過剰な漁獲や漁

場環境の悪化を防止して資源を保護したり、種苗放流や漁場環境の整備を行い積極的に資源を増

やしたりするなどの取組が重要です。

資源管理の概念図

卵を産む 親を残す

魚の育つ環境を作る

子どもの魚を保護する

親になる魚を残すようにする

資源管理の手法
資源管理の手法は、①漁船の隻数や規模、漁獲日数等を制限することによって漁獲圧力を入口で

制限する投入量規制（インプットコントロール）、②漁船設備や漁具の仕組みを規制すること等により

若齢魚の保護等特定の管理効果を発揮する技術的規制（テクニカルコントロール）、③漁獲可能量

（TAC：Total Allowable Catch）の設定等により漁獲量を制限し、漁獲圧力を出口で制限する産

出量規制（アウトプットコントロール）の三つに大別されます。

資源管理手法の相関図

投入量規制
（インプット・コントロール）

産出量規制
（アウトプット・
コントロール）

技術的規制
（テクニカル・
コントロール）

例：漁船隻数・トン数の制限

例：漁具の仕様の制限

例：漁獲可能量(TAC)の上限設定

例：禁漁区・禁漁期間の設定
例：漁獲努力可能量(TAE)の総量管理

例：若齢魚の漁獲制限

資料：国立研究開発法人水産研究・教育機構の資料に基づき水産庁で作成
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日本の漁業管理制度
日本では、漁業の特徴に応じて、様々な手法を組み合わせながら資源管理を行っています。特定の

沿岸漁業・養殖業についての都道府県による漁業権免許、国・都道府県による漁業許可やTAC、各

種の技術的規制等があります。

日本の漁業管理制度の概念図
漁業権漁業

知事が漁協又は個人・法
人に対し、特定の沿岸漁
業・養殖業を排他的に営む
権利を免許。

都道府県の沖合で操業
する漁業について知事が許
可。

知事許可漁業

複数県の沖合や外国へ
出漁する漁業について国
（農林水産大臣）が許可。

大臣許可漁業
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新たな資源管理の推進
令和２（2020）年12月に施行された新漁業法では、水産資源の保存及び管理を適切に行うことを

国及び都道府県の責務とするとともに、漁獲量が最大持続生産量（MSY：Maximum Sustainable 

Yield）を達成することを目標として、資源を管理し、管理手法はTACによる管理を基本とすることとさ

れました。

漁業の成長産業化のためには、基礎となる資源を維持・回復し、適切に管理することが重要です。

このため、資源調査に基づいて、資源評価を行い、漁獲量がMSYを達成することを目標として資源を

管理する、国際的に見て遜色のない科学的・効果的な評価方法及び管理方法の導入を進めています。

資源管理の流れ

注１：資源量（横軸）と漁獲の強さ（縦軸）について、MSYを達成する水準（MSY水準）と比較した形で過去から現在までの推移を示したもの。
注2：漁獲割当て（IQ）：船舶等ごとに数量を割り当てることで、TACの管理を行う方式。

最大持続生産量（MSY）

BA

最大の
回復量
（ＭＳＹ）

最大の回復量を達
成するときの資源量

（ＭＳＹ水準）

回
復
量

C

回復量
＝

漁獲できる量

A´

B´

D´

毎年の回復量を超えて
漁獲すると資源は減少
し、翌年の漁獲できる
量が減ってしまう。

資源量少 多

D

C´

 資源量がBのときの回復量はB´。B´で漁獲を続け
れば資源量はBで維持される。B´以上に漁獲すると資
源量は減少し、例えばAまで減少すれば回復力はA´に
。逆に資源量がある程度以上多くても回復量は少ない。
（DとD´）

 資源量がCのとき、最も回復量が大きくなり、この量（
C´）をMSYという。

資源水準をMSYを実現する水準に回復・維持させる目
標を設定。

 これにより、資源の状況によっては、短期的に漁獲抑制
が必要となる場合もあるが、長期的には資源量の増加、
安定した採捕による資源の最大限の有効活用が促進。

 長期的な漁獲量の予見可能性が高まり、漁業者の長
期的経営計画の策定が可能となる。

注１

注２

TAC管理
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新たな資源管理の推進に向けたロードマップ
新たな資源管理システムの構築のため、科学的な資源調査・評価の充実、資源評価に基づくTAC

による推進等の具体的な道筋を示した「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」を令和２

（2020）年９月に決定・公表しました。

新たな資源管理の推進に向けたロードマップ
令和５年度

改正漁業法施⾏

現
⾏
Ｔ
Ａ
Ｃ
⿂
種

︵
8
⿂
種
︶

令和４年度令和３年度令和２年度

資
源
調
査
・
評
価
の
充
実
・
精
度
向
上

令和３年漁期（法施⾏後最初の漁期）から、MSYベースの
管理に移⾏（マサバ・ゴマサバは令和2年漁期から先⾏実
施）。

＜漁獲量の多いもののうち、ＭＳＹベースの資源評価が実施される⾒込みのもの＞
（○内数字は漁獲量順位 データ元：漁業・養殖業⽣産統計（平成28年〜平成30年平均））

第１陣：利⽤可能なデータ種類の多いもの（A〜Ｃグループ）
③カタクチイワシ、⑦ブリ、➇ウルメイワシ、⑪マダラ、⑫カレイ類、⑭ホッケ、⑯サワラ、⑱マダイ、㉒ヒラメ、
㉙トラフグ、○キンメダイ

第２陣：利⽤可能なデータの⽐較的少ないもの（Ｄ・Ｅグループ）
⑮ムロアジ類、⑰イカナゴ、⑲ベニズワイガニ、㉟ニギス

注：トラフグは「ふぐ類」の⼀部として集計。キンメダイは「その他の⿂類」の⼀部として集計。

Ｔ
Ａ
Ｃ
⿂
種
拡
⼤

管理の検討・導⼊

Dグループ

Bグループ

Ｉ
Ｑ
管
理
の
導
⼊

資
源
管
理

協
定

• 現⾏の資源管理計画を、改正漁業法に基づく資源管理協定に順次移⾏。
• 資源管理協定においては管理⽬標を定め、この達成を⽬指していく。
• 資源管理の効果の検証を定期的に⾏い、これにより取組内容をより効果的なものに改良。
• 資源管理協定及び検証結果は公表。

令和12年度

新
た
な
資
源
管
理
の
推
進
に
よ
っ
て
︑
1
0
年
前
と
同
程
度
ま
で
漁
獲
量
を
回
復
さ
せ
る
︒︵
⽬
標
４
４
４
万
ト
ン
＊
︶

漁獲等報告
義務化の開始

国が資源評価対象⿂種の候補を都道府県に提⽰し、都道府県の要望も踏まえつつ
資源評価対象⿂種を順次拡⼤し、当該⿂種の調査を開始。（調査後、評価を実施） 資源評価対象⿂種を

200種程度に拡⼤し、
資源評価のための調査を実施

漁協・産地市場における⽔揚げデータの取り扱いの現状を調査し、情報収集体制の構築

全国データベースを構築

漁協や産地市場から⽔揚げ情報を電⼦的に収集する体制を構築

データベース運⽤

主要な漁協・産地市場から、
400市場以上を⽬途に
産地⽔揚げ情報を収集

漁協・産地市場等からの情報収集の実証
（10カ所程度）

情報を収集する漁協・産地市場等を
段階的に拡⼤

(200市場を⽬途に着⼿) (400市場以上に拡⼤)

改正漁業法の施⾏に伴い、⼤⾂許可漁業の漁獲報告に加えて、知事許可漁業における漁獲報告と漁業権
漁業における漁場の活⽤状況報告が義務化

⼤⾂許可漁業のうち、IQ的な数量管理が⾏われているもの、
現⾏制度で漁獲量の割当てを実施しているものについて、改正
漁業法に基づくIQ管理を導⼊。

TAC⿂種を主な漁獲対象とする
⼤⾂許可漁業からIQ管理を導⼊。

沿岸漁業においてもIQ的な数量管理が⾏われているものは、資源管理協定の管理措置に位置付けて実施（⿂種、地域によって
改正漁業法に基づくＩＱ管理に移⾏）。

資源管理協定への
移⾏を完了

対
象
の
拡
⼤

52種について調査を開始
（累計119種）

80種程度について調査を開始
（累計200種程度）

電⼦的漁獲報告体制の構築（⼤⾂許可漁業から順次拡⼤） ⼤⾂許可漁業の電⼦的報告
の実装（全漁業種類）

知事許可漁業へも順次拡⼤
システムの開発 実装・対象の拡⼤

漁
獲
等
情
報
の
収
集

管理の実⾏（管理⽬標と漁獲シナリオの⾒直し）

1. MSYベースの資源評価実施、管理⽬標と漁獲シナリオの提案 ⇒ 2. ステークホルダー会合で議論 ⇒
⇒ 3. 管理⽬標と漁獲シナリオ決定 ⇒ 4. 管理⽬標と漁獲シナリオの定期的⾒直し（おおむね５年ごと）

マサバ・ゴマサバ（R2.7.1開始）

マアジ、マイワシ、サンマ、クロマグロ（R3.1.1開始）

スケトウダラ、スルメイカ（R3.4.1開始）

ズワイガニ（R3.7.1開始）

漁
獲
量
の
多
い
も
の
を
中
⼼
に
︑
そ
の
資
源
評
価
の

進
捗
状
況
等
を
踏
ま
え
︑
Ｔ
Ａ
Ｃ
管
理
を
順
次
検

討
・
実
施
す
る
資
源
を
公
表

Ａグループ

国
際
資
源

• 国際的な数量管理が⾏われている⿂種は、国際約束を遵守する観点からも、TAC対象化を進めていく。
• ミナミマグロと⼤⻄洋クロマグロは、令和３年漁期（法施⾏後最初の漁期）からTAC⿂種とする。

ミナミマグロ（R3.4.1開始）

⼤⻄洋クロマグロ（R3.8.1開始）

第１陣
（利⽤可能なデータ種類多）

⼤⻄洋クロマグロ（R3.8.1開始）
ミナミマグロ（R3.4.1開始）
太平洋のマサバ・ゴマサバ、北海道のマイワシ、クロマグロ（⼤型⿂）等（R3年度導⼊）

M
S
Y
ベ
ス
の
資
源
評
価
に
基
づ
く
T
A
C
管
理
の
推
進

Cグループ

Eグループ

第２陣
（利⽤可能なデータ種類少）

漁獲量ベースで
８割をＴＡＣ管理

TAC⿂種を
主な漁獲対象とする
⼤⾂許可漁業には、
原則IQ管理を導⼊

注：国際機関で管理されているものは、当該機関の決定に基づく。

・専⾨家や漁業者も参加した「資源管理⼿法検討部会」を⽔産政策審議会の下に設け、論点や意⾒を整理
・漁業者及び漁業者団体の意⾒を⼗分かつ丁寧に聴き、現場の実態を⼗分に反映 遠洋漁業で漁獲される⿂類、国際的

な枠組みで管理される⿂類（かつ
お・まぐろ・かじき類）、さけ・ま
す類、⾙類、藻類、うに類、海産ほ
乳類は除く。

新たな資源管理の推進に当たっては、関係する漁業者の理解と協⼒を得た上で進める。また、都道府県・関係機関との協⼒・連携の下に、ス
マート⽔産業等関係施策の進捗を図りながら、効率的に進めることとする。

＊農林⽔産業・地域の活⼒創
造本部（第28回）「農林⽔
産政策改⾰の進捗状況」
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日本沿岸等の密漁防止・漁業取締り
近年では、漁業者による違反操業は減少していますが、漁業者以外による密漁の検挙件数が増加

傾向にあり、悪質化・巧妙化しています。

日本の海面における密漁の検挙件数の推移

漁業者以外によるもの

漁業者によるもの

0

500

1,000

1,500

2,000

昭和57

(1982)

62

  (1987)
平成４

(1992)

９

(1997)

14

（2002）

19

  (2007)

24

  (2012)

29

  (2017)
令和３年

(2021)

件

資料：水産庁調べ

外国漁船の監視・漁業取締り
従来の中国・韓国・ロシアとの二国間協定に基づく外国漁船への対応に加え、近年、特に大和堆周

辺水域では多数の北朝鮮漁船や中国漁船が日本ＥＥＺに進入し、日本漁船の安全操業の妨げにも

なっていることから、同水域に漁業取締船を重点的に配備し、取締活動を行っています。

水産庁による外国漁船の拿捕・立入検査等の件数の推移
だ ほ

4 2 3

6
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1
4 1
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7
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5 1
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14

8
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6 5 6

1 0 -20
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0

5
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35

40

平成25

(2013)

26

(2014)

27

(2015)

28

(2016)

29

(2017)

30

(2018)
令和元

(2019)

2

(2020)
３

(2021)

４年

(2022)

件件
ロシア漁船 韓国漁船 中国漁船 台湾漁船

拿
捕
及
び
漁
具
押
収
件
数

立
入
検
査
件
数

立入検査件数
（右目盛）

拿捕件数
（左目盛）

漁具押収件数
（左目盛）

資料：水産庁調べ
注：１）韓国・中国との漁業交渉が

合意に至らず、韓国漁船は平
成28(2016)年７月から、中
国漁船は平成29(2017)年6
月から日本ＥＥＺへの入漁が
許可されていないため、立入
検査数が減少している。

２）公海における乗船検査を含
まない

日本海大和堆周辺水域に
おいて、日本EEZから中国
漁船を退去させる水産庁
漁業取締船
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資源を増やすための取組

水産生物の産卵・生育の場であり、水質を浄化する役割も有する藻場・干潟の面積が、沿岸域の開

発等によって大きく減少しました。漁業関係者に加え、研究機関や地域住民等が連携して、藻場・干潟

の再生に向けて取り組む必要があります。

5
藻場・干潟の保全

藻場・干潟の働き

放流対象となっている主な広域種

有機物を微生物
が分解し、無機

物にする

植物プランクトンなどの有機物を食べる

生活排水
有機物
チッソ
リン

チッソやリン
の吸収

チッソやリン
の吸収

光合成
二酸化炭素の吸収

酸素の供給

沖合へ
鳥類の餌場

親水の場

微細藻類による高い生産力

豊富な底生生物相

底泥の安定
豊富な底生生物相

水産生物の産卵場

幼稚仔の保育場

葉上葉間の多様な生物相

二酸化
炭素
ＣＯ２

酸素
Ｏ２

藻類によるチッソ・リンの吸収干潟の生物などによる有機物の摂食・分解 満潮時

干潮時

資料：水産庁調べ（平成19年及び28年）及び環境省「自然環境保全基礎調査」（その他の年）

私たちの生活排水には、沿岸域の汚染源となる有機物やチッソ、リンが含まれています。藻場、干潟

は、こうした汚染源を吸収、分解することで、水質や底質を浄化し、沿岸域の環境を守っています。藻場

や干潟がなくなると、植物プランクトンの死がいが増加し、海水は汚れ、ヘドロが堆積します。

多くの水産動物は、ふ化直後の稚仔魚の段階でその多くが捕食されるため、産卵量は多いものの、

成魚になる割合は極めて低いものとなっています。このため、一定の大きさになるまで人工的に育成し、

ある程度成長してから放流することによって資源を積極的に増やすことを目的とする種苗放流の取組

が、約70種を対象に各地で行われています。

太平洋北海域

（北海道・青森県・岩手県・宮城県・
福島県・茨城県）
ヒラメ・マツカワ

太平洋南海域

（千葉県・神奈川県・静岡県・愛知県・三重県・和
歌山県・徳島県・高知県・大分県・宮崎県）
ヒラメ・トラフグ

瀬戸内海海域

（和歌山県・大阪府・兵庫県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・
香川県・愛媛県・福岡県・大分県）
トラフグ・サワラ

日本海中西部海域

（石川県・福井県・京都府・兵庫県・鳥取県・
島根県・山口県）
ヒラメ

九州海域

（山口県・福岡県・佐賀県・長崎県・
熊本県・鹿児島県）
トラフグ

資料：水産庁、 （研）水産研究・教育機構
注：サケ（シロサケ）のふ化放流事業は、日本海

側では石川以北、太平洋側では茨城以北
で実施されている。

日本海北部海域

（北海道・青森県・秋田県・山形県・
新潟県・富山県）
ヒラメ

(万ha)

干潟の面積8.3

5.0 4.8 4.9

0.0

5.0

10.0

昭和20 平成10 19 28年

（万ha）

20.8

14.6
12.5 12.6

0.0

10.0

20.0

30.0

昭和53 平成10 19 28年19

藻場の面積

19昭和20 平成10 19 28年 昭和53 平成10 19 28年
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海洋プラスチックごみ問題
海に流出したプラスチックごみは、海鳥や海洋生物の誤食による生物被害、海岸の自然景観の劣化

など、様々な形での環境や生態系への影響が懸念されるとともに、漁獲物へのごみの混入など、漁業

活動にも損害を与えます。このため、各地で漁業者や地域住民による海洋ごみの回収の取組が行わ

れています。水産庁としては、環境配慮型漁具の開発やマイクロプラスチックが水産生物に与える影

響等についての科学的調査を推進しています。

懸念される海洋プラスチックごみの影響 漁業者等による回収の取組

漁業操業中に入網したごみの回収
（写真提供：香川県）

環境配慮型漁具の開発

生分解性プラスチック製漁具
（写真提供：（公財）海と渚環境美化・

油濁対策機構）

気候変動による影響

気候変動は、地球温暖化による海水温の上昇等により、水産資源や漁業・養殖業に影響を及ぼして

います。例えば、スルメイカ、サンマ、サケなどの不漁や、ブリやサワラなどの分布域の北上といった資源

の変化が生じており、漁獲対象魚種や漁法の複合化・転換に取り組んでいく必要があります。

また、漁船の電化・水素燃料電池化、ブルーカーボンの二酸化炭素吸収源としての可能性の追求等、

カーボンニュートラルに向けた取組も重要です。

日本近海の平均海面水温の推移

懸念される海洋プラスチックごみの影響

16

※水産庁の事業において、魚類が摂食したマイクロプラス
チックは、1日以内に95%以上が排出され、マイクロプラス
チックに吸着した有害物質の溶出量はわずかであることが
判明。他方で、海洋生態系にどのような影響を与えるのか
更なる研究が必要。また、人への健康影響について評価す
る十分な知見はない。

資料：気象庁地球環境・海洋部「海面水温の長期変化傾向（日本近海）」より抜粋
注：図の青丸は各年の平年差を、青の太い実線は5年移動平均値を示す。赤の

太い実線は長期変化傾向を示す。

年

資料：原著論文 Kuroda and Setou（2021）Remote Sens. 13, 3989 より抜
粋。

注：図中の色は、2021年7月30日の海洋熱波の強度（30年間の日別
水温からの差を規格化）を示す。黒枠の領域での2021年7～8月の
海洋熱波は、昭和57（1982）年以降で最大であった。

北西太平洋で確認された海洋熱波
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商品としての水産物には、天候や魚の分布等の自然条件に左右されて生産量やサイズ構成が不安

定、品質やサイズによって用途が異なる、生鮮の状態では腐りやすく保存性が低い等の特性がありま

す。

このようなことから、一般的に、水揚げされた水産物は、まず水揚港に隣接する産地卸売市場で集

荷され、魚種、サイズ、品質等により仕分けされた後、産地出荷業者や加工業者等に販売されます。全

国各地の水産物は、そのまま又は加工等を経て消費地卸売市場に出荷され、仲卸業者や小売業者等

を経て、消費者に届けられることになります。

6
水産物の流通

水産物の一般的な流通経路

産地卸売市場
産地に密着し、漁業者が水揚げした
漁獲物の集荷、選別、販売等を行う。

消費地卸売市場
産地卸売市場等から出荷された多様
な水産物を集荷し、用途別に仕分け、
仲卸業者等に販売する。

水産物の価格構造（平成29（2017）年度）

水産物の流通では、常に冷凍・冷蔵により鮮度を保持する必要があること、また多様な漁獲物の一

つ一つについてきめ細かく評価・仕分けが行われることなどから流通コストが掛かります。

生産者受取価格

31.6

産地卸売経費

1.5 

産地出荷業者経費

23.5 

卸売経費

2.3 

仲卸経費

9.7
小売経費

31.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ％

資料：農林水産省「食品流通段階別価格形成調査（水産物調査）」
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近年、水産物の国内流通量が減少しています。また、水産物の消費地卸売市場経由率は、平成元

（1989）年の約75％から令和元（2019）年の約47％と低下しています。

また、水産物卸売市場の数は、産地卸売市場は近年横ばい傾向にある一方、消費地卸売市場は減

少しています。一方、小売・外食業者等と産地出荷業者との消費地卸売市場を介さない産地直送、漁

業者から加工・小売・外食業者等への直接取引、インターネットを通じた消費者への生産者直販等、

市場外流通が増えつつあります。
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消費地卸売市場経由率（右目盛）
万t ％

年度

消費地市場経由量と経由率の推移 水産物卸売市場数の推移

水産加工業の動向

資料：農林水産省「卸売市場データ集」 資料：農林水産省「卸売市場データ集」

水産加工業は、腐敗しやすい水産物の保存性の向上、家庭での調理の手間の軽減、生鮮品とは

違った風味を持つ製品の提供といった機能を通し、水産物の付加価値の向上に寄与しています。平成

７（1995）年以降、食用加工品の生産量は生鮮冷凍水産物の生産量を上回っています。
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水産加工品生産量の推移
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その他 くん製品 素干し品
煮干し品 節製品 塩干品
塩蔵品 冷凍食品 ねり製品

千t

資料：農林水産省「水産物流通統計年報」（平成21（2009）年以前）、「漁業センサス」（平成25（2013）年及び30(2018)年）及び「水産加工統計調査」（その他の年）
注：水産加工品とは、水産動植物を主原料（原料割合50％以上）として製造された、食用加工品及び生鮮冷凍水産物をいう。焼・味付のり、缶詰・びん詰、寒天、油脂は除く。
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水産物輸入量（製品重量ベース）は、国際的な水産物需要の高まりや国内消費の減少等に伴って

緩やかな減少傾向で推移しています。令和4（2022）年は、輸入量が前年から0.9％増の222万t、

輸入額が前年から28.6％増の2兆711億円となりました。輸入額の上位を占める品目は、サケ・マス

類、カツオ・マグロ類、エビ等です。

水産物の輸入

日本の水産物輸入量・輸入額の推移と輸入先国・地域

中国

17.6%

チリ

9.5%

米国

8.3%

ロシア

7.5%ベトナム

7.4%ノルウェー

6.4%

タイ

6.1%

インドネシア

5.0%

韓国

4.0%

その他

28.2%

令和４年
（2022）

２兆711億円

農林水産物総輸入額に占める割合：１５．４％

資料：財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成

日本の主な輸入水産物の国・地域（令和４（２０２２）年）

チリ

57.8%
ノルウェー

20.7%

ロシア

7.7%

米国

3.9%
その他

9.8%

サケ・マス類 2,783億円

台湾

21.5%

中国

12.8%

韓国

9.5%

マルタ

9.3%
トルコ

5.9%

豪州

5.4%

その他

35.6%

カツオ・マグロ類 2,317億円

ベトナム

20.0%

インド

19.8%

インドネシア

17.0%

アルゼンチン

10.2%タイ

5.8%

カナダ

4.3%

中国

3.5%
その他

19.4%

エビ 2,213億円

水産物輸出額は、平成24（2012）年以降おおむね増加傾向で推移しています。令和４（2022）年

は、輸出量が前年から3.8％減の63.4万t、輸出額が前年から28.5％増の3,873億円となりました。

輸出額の上位を占める品目は、ホタテガイ、ブリ、真珠等です。

水産物の輸出

日本の水産物輸出量・輸出額の推移と輸出先国・地域

農林水産物総輸出額に占める割合：２７．４％

資料：財務省「貿易統計」に基づき水産庁で作成

日本の主な輸出水産物の国・地域（令和４（２０２２）年）
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４年

(2022)

億円万t 令和４(2022)年 3,873億円

令和４(2022)年 63.4万t

輸出量（左目盛）
輸出額(右目盛）

資料：財務省「貿易統計」
※ エビについては、このほか、エビ調製

品（977億円）が輸入されている。

※

中国

22.5%

香港

19.5%

米国

13.9%

台湾

8.9%

韓国

6.3%

タイ

6.1%

ベトナム

5.6%

その他

17.2%

令和４年
（2022）
3,873億円

中国

51.3%

台湾

12.3%

米国

8.6%

韓国

8.3%

オランダ

5.8%

香港

5.3% その他

8.5%

ホタテガイ 911億円

米国

61.2%韓国

10.1%

ベトナム

6.1%

香港

5.7%

その他

16.9%

ブリ 363億円

香港

72.7%

米国

9.5%

その他

17.8%

真珠 238億円

資料：財務省「貿易統計」
※ ホタテガイについては、このほ

か、ホタテガイ調製品（168
億円）が輸出されている。

※
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２兆711億円
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222万t
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輸入量（左目盛）
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ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point）は、原材料の受入れから最終製品に

至るまでの工程ごとに、微生物による汚染や金属の混入等の食品の製造工程で発生するおそれのあ

る危害をあらかじめ分析（ＨＡ）し、危害の防止につながる特に重要な工程を重要管理点（ＣＣＰ）とし

て継続的に監視・記録する工程管理システムのことです。ＦＡＯと世界保健機関（ＷＨＯ）の合同機関

である食品規格（コーデックス）委員会がガイドラインを策定しており、食品安全の管理方法として世

界的に利用されています。

米国やＥＵ等に水産物を輸出する際には、米国やＥＵで求められているＨＡＣＣＰを実施し、施設基準

に適合していることが必要なため、水産加工施設等は、輸出促進に向けて、衛生管理及び施設基準

等の追加的な要件を満たす施設として認定を取得するべく、関連施設の整備や改修を推進していま

す。

ＨＡＣＣＰへの対応

192
217 228 244 260 268 253 254 252 262 284

317
363

411
454

501
538 569

17
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令和元

(2019)

４年度

(2022)

施設数

対米（一般社団法人日本食品認定機構及び厚生労働省による認定施設数の合計）

対EU(農林水産省及び厚生労働省による認定施設数の合計)

水産加工品等における対ＥＵ・米国輸出認定施設数の推移

資料：農林水産省調べ

水産流通適正化法
令和４（2022）年に、違法に採捕された水産物の流通過程での混入等を防止することを目的とした

「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律（水産流通適正化法）」が施行されました。

同法は、国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種等（特定第一種水産

動植物：アワビ、ナマコ、ウナギの稚魚（ウナギの稚魚は令和７(2025)年12月から適用）について、①

漁業者等の行政機関への届出、②漁獲番号等の伝達、③取引記録の作成・保存、④輸出時に国が

発行する適法漁獲等証明書の添付を義務付けるとともに、国際的にIUU漁業のおそれが大きい魚種

等（特定第二種水産動植物：イカ、サンマ、サバ、マイワシ）については、輸入時に旗国の政府機関等

発行の証明書等の添付を義務付けることとしています。

特
定
第
一
種
水
産
動
植
物
等

水産流通適正化法の制度スキーム

特
定
第
二
種
水
産
動
植
物
等

注：届出義務、伝達義務、取引記録義務、輸出時の証明書添付義務等に違反した場合は罰則あり。
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届
出

農林水産省（都道府県へ一部の権限を委任）

輸
出
業
者

届
出 通知

(届出番号)

取扱事業者

一次買受業者
加工・流通業者
販売業者 ※ 等

消
費
者
等

※ 専ら消費者に販売する小売事業者、
飲食店については届出義務は対象外。

漁業者又は
漁業者が所属

する団体

漁獲番号を含む取引記録を作成・保存す
るとともに、その一部を事業者間で伝達。

適法漁獲等
証明書発行
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7
漁村に住む人々
漁村の高齢化率は、全国平均よりも約12ポイント上回っています。また、全国的な傾向と同様に高齢

化率は上昇傾向にあり、漁村の人口は減少してきています。

漁村の人口と高齢化率の推移

261 259 253 250 248 245 240 237 234 212 209 206 203 199 195 192 192 184 180 198 193 

26.7 27.6 28.3 28.9 29.4 30.4 31.2 31.7 32.2 32.5 33.2 34.0 35.1 
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漁港背後集落の人口（左目盛） 漁港背後集落の高齢化率（右目盛） 我が国の高齢化率（右目盛）

％

高
齢
化
率

漁
港
背
後
集
落
の
人
口

資料：水産庁調べ（漁港背後集落の人口及び高齢化率）及び総務省「人口推計」（日本の高齢化率、国勢調査実施年は国勢調査人口による）
注：1) 高齢化率とは、区分ごとの総人口に占める65歳以上の人口の割合。

2) 平成23（2011）～令和２（2020）年の漁港背後集落の人口及び高齢化率は、岩手県、宮城県及び福島県の３県を除く。

海業（うみぎょう）の推進

海業の主な取組み

漁村の高齢化が進行している中、漁村のにぎわいを創出していくことが重要な課題となっています。

こうした中、豊かな自然や漁村ならではの地域資源の価値や魅力を活かした「海業」の振興により、雇

用機会の確保と地域の所得向上を図ることが必要であり、海業の展開を図ることで、人々が漁港を訪

れ、様々な体験を通じて水産業への理解とともに水産物の消費の増進につながることが期待されます。

水産庁では令和4年3月に閣議決定された水産基本計画及び漁港漁場整備長期計画において、「海

業の振興」を位置付け、漁港を海業に利活用するための仕組みを検討していくことを明記し、地域の理

解と協力の下、水産物の消費増進や交流促進など、地域の水産業を活性化する海業の取組を促進し

ています。
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リン

植物プランクトン

干潟

水質浄化機能
生態系保全機能

藻場

交流等の場を
提供する機能

伝統漁法等の伝統的
文化を継承する機能

水産業・漁村の多面的機能

自然環境を保全する機能

オニヒトデ等のサンゴ
を食害する生物を除
去し、サンゴ礁を保全
する取組
［沖縄県］

アマモの栄養株の移植
や播種により、アマモ場
の維持・回復を図る取
組［岡山県］

風浪等によるヨシ帯の消
失を防ぐため、ヨシ帯前面
に木柵等の保護柵を設置
する取組[茨城県]潮

流

カキによって浄化され
た海水（濃く見える）

プランクトンによって
濁っている海水
（白っぽく見える）

カキ養殖筏

カキ養殖による水質浄化機能

干潟環境の悪化を防ぐた
め、貝類の突発的な大量
へい死により発生した死骸
を除去する取組［福島県］

オオカナダモ等の外来植物の
駆除活動
［愛知県］

水産業・漁村は、私たちの食卓に水産物を届ける役割に加え、多面

的機能と呼ばれる様々な機能を発揮しています。例えば、漁村は、都

市住民と地域住民の交流の場となり、釣りや潮干狩りといったレクリ

エーションを提供してくれます。そのほか、自然環境を保全する機能や、

密入国や密輸の発見、通報及び抑止に寄与する国境監視機能等も、

近年注目されています。

22

川で魚とりを楽しむ人々［宮崎県］



リン・チッソ

海難救助機能
災害救援機能
国境監視機能

漁獲によるリン・チッソ
循環の補完機能

再資源化

海域環境の保全機能

海域環境モニタリング機能

地域社会を形成し、維持する機能

百余隻に及ぶ大漁旗で飾った奉迎船が織りなす、勇壮な入船・出船
の海上神事［山口県祝島神舞］

たらい舟を用いた磯ねぎ漁
［新潟県佐渡島］

キビナゴを使った伝統的鍋料理
［長崎県五島地方］

国民の生命・財産を保全する
機能

転落者・漂流者の
救助訓練の様子
[青森県]

流出油を回収する漁業者[神奈川県]

資料：日本学術会議答申を踏まえて農林水産省で作成（水産業・漁村関係のみ抜粋）
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交流等の場を提供する機能

潮干狩り客で
にぎわう海岸
［愛知県］

干潟観察会［三重県］体験乗船［北海道］
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8

平成23（2011）年３月11日に発生した東日本大震災による津波は、東北地方太平洋沿岸地域を

中心に、水産業に甚大な被害をもたらしました。漁港施設、水産加工施設等の水産関係のインフラの

復旧はおおむね完了していますが、水産加工業の売上げの回復が課題となっています。

また、福島県沖で福島第一原発事故直後、沿岸漁業及び底びき網漁業の操業が自粛されていまし

たが、操業の再開に向け、販売先での評価の調査を含めた、いわゆる「試験操業」を、平成24

（2012）６月から取り組み、操業を拡大させつつ令和３（2021）年３月末まで実施しました。同年４月

から本格操業への移行期間として水揚げの回復を目指しています。

24

水産業における復旧・復興の状況

水産業の復旧・復興の進捗状況

ALPS処理水の取扱いについて

令和5（2023）年8月24日から、ALPS処理水の海洋放出が開始されました。

ALPS処理水はトリチウム以外の放射性物質を環境放出の規制基準を満たすまで浄化した水で、

更にトリチウム濃度が１リットル当たり1,500ベクレル（世界保健機構（WHO)の飲料水水質ガイドラ

インの約7分の1）未満になるまで海水で薄めて放出します。

国連の機関であり、原子力について高い専門性を持つ国際原子力機関（IAEA）も、ALPS処理水

の海洋放出は「国際安全基準に合致」し、「人及び環境に対する放射線影響は無視できるほどであ

る」と、包括報告書で結論付けています。

水産庁では、海洋放出前の令和４年６月から、トリチウムを対象とする水産物のモニタリング(精密な

分析)を開始しました。これは、北海道から千葉県沖で実施しており、7月24日までに237検体を採取

し、そのトリチウム濃度を分析したところ（最終報告日：9月5日）、全て検出限界値（最大0.4Bq/kg）

未満となっており、海洋放出が問題なく行われていることが裏付けられています。

また、令和５年８月からは、ALPS処理水の放出口の北北東約4km及び放出口の南南東約5kmで

採取した魚類のトリチウム濃度を迅速に分析しています。令和５年８月８日から同年９月２５日までに

分析した６４検体は全て検出限界値（10Bq/kg程度）未満となっています。
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水産物のトリチウムモニタリングの検体採取地点
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精密分析

緯
度
(
°

N

)

経度（°E）

⿂類 29種 アイナメ、イシガレイ、イラコアナゴ、カツオ、カナガシラ、キ
アンコウ、 キツネメバル、ギンザケ、ゴマサバ、サケ、シラ
ス、シログチ、シロメバル、スケトウダラ、スズキ、トラフグ、
ババガレイ、ヒラメ、ビンナガ、ブリ、ホウボウ、マアナゴ、
マサバ、マダイ、マダラ、マツカワ、ミギガレイ、ムシガレイ、
ヤナギムシガレイ

甲殻類１種 イセエビ
⾙類 ６種 アカガイ、アサリ、ウバガイ、エゾアワビ、ホタテガイ、マガキ
頭⾜類３種 スルメイカ、ヤナギダコ、ヤリイカ
海藻類４種 ノリ、ヒトエグサ、マコンブ、ワカメ
その他 ３種 エゾバフンウニ、マナマコ、マボヤ

迅速分析

（出典）福島県下漁協組合長会議資料

（参考）放射性物質について
ベクレル（Bq）とシーベルト（Sv）の違いをご存じですか？ ベクレルは放射能の単位で、数値が大き

いほどたくさんの放射線が出ていることを意味します。シーベルトは人が受ける被ばく線量の単位で、

数値が大きいほど体に受ける影響が大きいことを意味し、同じベクレル数でも放射物質の種類（核

種）ごとに影響度合いは異なります。

例えば、ALPS処理水に含まれているトリチウムは、海水・河川水・雨水、更には私たちの体内にも普

通に存在し、他と比べて人体への影響度合いが小さい放射性物質です。

また、私たちは世界中どこにいても自然放射線からの被ばくを受けています。日本の平均年間被ばく

量は2.1ミリシーベルトとなっていますが、もっと高い国・地域もたくさんあります。

？

資料：欧州委員会「European Atlas of Natural Radiation」
を基に水産庁で作成

自然放射線からの年間被ばく量（ミリシーベルト）
mSv/人年
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水産基本計画は、水産基本法に基づき水産施策を推進するための中期的な指針であり、平成14

（2002）年から５年ごとに策定されています。

現行の水産基本計画は、これまでの施策の評価及び水産をめぐる情勢の変化と課題を踏まえて、令

和４（2022）年３月に閣議決定されました。

水産基本計画では、①海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施、②増大するリスク

も踏まえた水産業の成長産業化の実現、③地域を支える漁村の活性化の推進、の三本の柱を中心に

施策を展開することとしています。また、令和14（2032）年における生産量及び消費量の目標を設定

し、これらを基に、自給率目標を食用魚介類で94％、魚介類全体で76％と設定しています。

水産業をめぐる情勢の変化

漁業法の改正 科学的根拠（MSY等）に基づく新たな数量管理システムの導入

養殖戦略の策定 マーケットイン型養殖業への転換

輸出戦略の策定 水産物輸出の拡大に向けた取組（令和12（2030）年までに1.2兆円目標）

地球規模の環境変化、サンマやスルメイカ、サケ等の不漁の長期化

SDGs等の環境問題への国際的な取組の広がり、カーボンニュートラルの推進

社会全体でのデジタル化の進展

新型コロナウイルス感染症による社会経済活動の制限や個人の行動様式の変化

水産基本計画の概要

9
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令和5年 図で見る日本の水産
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